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2005年1月に発行を始めたＨａｒｍｏｎｙ通信は、お陰様で今月100号を迎えました。これからも皆様にお届けすべき情報・お届けしたい情報をギュッと詰めてまいります。今回は今までの全ての表紙を振り返りました。

司法書士・行政書士

門田 修

2001.11～

社会保険労務士

門田 陽子

2001.11～

総務・経理

今野 暁子

2006.09～

社会保険労務士

菊地 敏子

2005.01～

社会保険労務士

氏家 明子

2007.06～

庶務・業務補助

奥村 かおり

2010.09～

社会保険労務士

水越 尚子

2011.01～

司法書士・行政書士

小沼 善太郎

2011.04～

社会保険労務士

今西 渚

2012.04～

庶務・業務補助

松尾 千晴

2012.11～

special thanks!!!!!

毎月、表紙を飾る写真を

ご提供くださる皆様♡

今後とも、どうぞよろしく

お願いいたします。



 

 

 

 

編集後記  

２００５年１月、現在の場所に事務所を置いた月に始めた〔Ｈａｒｍｏｎｙ 

通信(旧 Harmony News&topics)〕。いよいよ今月、１００号を迎えました！ 

毎月、お伝えすべき情報、お伝えしたい情報を、ピックアップしてまとめてき

ました。作り始めてから２回～つわりが一番辛かった月と、仕事に完全に復帰

して育児と仕事であっというまに過ぎてしまった月～合併号にさせて頂きま

した。だから本当の１００月より２か月遅れ。 

2007 年、少しでもお役にたてる記事を増やそうと表紙の写真を小さくしたら、 

 お客様：『写真はどうなっちゃったの？』 

 カドタ：「えっ…記事より写真？！(^o^;)」 

なーんてこともありました(笑)。そんなことから、いつしか表面下半分にあっ

た〔毎月のご挨拶〕も姿を消しました(照)。これからも、いつまでも、私たち

が選んだ情報をお伝えすることにこだわり、手作り感満載でまいります。   

次に表紙特集をするのは 200 号の時でしょうか…ぁぁ、言っちゃった！実に 

8 年 4 か月後＝2021 年 10 月…それまで、引き続きよろしくお願いします。 

  
 

 

熱中症対策をお願いします！ ～詳しくは HP/リーフレットをご覧ください～ 

厚生労働省がまとめた昨年（平成 24 年）の「職場での熱中症によ

る死亡災害の発生状況」によると、職場での熱中症による死亡者は

21 人で、依然として多くの方が亡くなっています。株式会社   

ウェザーニューズ社の調査によると、昨年の夏季には日本人の３人

に１人が“熱中症予備軍”だったそうです。熱中症に至らないまで

も、予備軍としての数はかなりの割合に上るようです。 

 

◆◆◆押さえておくべきポイント◆◆◆ 

◎建設、製造、運輸交通、貨物で発生割合が高い 
 …とはいえ昨年は店舗内販売ｽﾀｯﾌも熱中症になりました。侮れません。 

◎熱中症になると半数は４～７日の休業 

◎40 歳代の割合がもっとも高く、次いで 50 歳代、60 歳代 

◎経験年数が１年未満の労働者の被災が多い 

◎全体の約 3 分の 2 が労働者数 50 人未満の事業場で発生 

◎どの時間帯でも発生するがピークは 15 時 

◎気温 30℃以上での被災が多い 

◎WBGT 値（暑さ指数）が 25 度以上 31 度未満での発生が大半 
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●労働相談（25 万 4,719 件）の内容～「パワハラ」が初めて最多に（6/1） 

厚生労働省は、2012年度に労働局などで受け付けた労働相談
（25万 4,719件）のうち、「パワハラ（いじめ・嫌がらせ）」に
関するものが５万 1,670件（前年度比 12.5％増）となり、集計
を開始した 2002年以降で初めて最多となったと発表した。これ
まで最多だった「解雇」は５万 1,515件（同 10.9％減）で、「労
働条件の引き下げ」が３万 3,955件（同 7.9％減）で続いた。 

 
●改正障害者雇用促進法が成立（6/14） 

企業に精神障害者の雇用を義務付ける改正障害者雇用促進法
が、参議院先議のうえ、衆議院本会議で可決、成立しました。
2018年４月施行ですが、５年間は企業の負担を配慮して弾力的
に運用を行うほか、障害者の採用や賃金に関する不当な差別が
2016年４月から禁止されることとなります。 

 
●東京圏の労働者は 30年後に 23％減少 国交省見通し（6/12） 

国土交通省が「首都圏白書」を発表し、2040年時点における東
京圏（東京、千葉、埼玉、神奈川）の生産年齢人口（15歳～64
歳）が 2010年と比較して約 23％減（約 550万人減）となる見込
みであることがわかりました。高齢者の人口については５割増
となる見通しです。 

 
●年金制度の抜本見直し案の議論見送りへ（6/14） 

政府の社会保障制度改革国民会議は「最低保障年金」や「公的年
金一元化」などの年金制度の見直し案について、議論を見送るこ
とで一致しました。当面は、現行制度での支給開始年齢の引上
げなど、合意しやすい議論を先行して行っていく方針です。 

 
 
 
 

若者へのキャリア形成教育 
～年齢を重ねても活躍できる社員への育成～ 

 
◆“活躍できる高齢者”に育てること 

高年齢者雇用安定法の改正（今年４月１日施行）により、
希望者全員を 65 歳まで継続雇用することが義務付けら
れ、企業にとっては、高齢者を積極的に活用していくこと
が戦略上の重要な課題となっています。 
しかし、今会社にいる高齢者をどのように活用すればよい
のかを考えるだけでは、問題の本質的な解決にはつながり
ません。今後は、「現在の若手社員に対して教育を行い、
高齢になった時にも活躍できる存在に育て上げる」ことが
求められます。 
 

◆企業に求められること  
キャリア形成教育は、若いうちから始めることが肝要で
す。20 代・30 代といったごく若手の年代から、40 代、
さらには 50 代まで、それぞれの年代に応じた教育システ
ムを構築することができれば、各社員の能力向上におおい
に役立てることができます。それぞれの年代にふさわしい
目標を立てさせて仕事に取り組ませ、フィードバックする
などの方法の検討、試行を繰り返しながらプログラムを作
っていきましょう。 
 

◆社員に求めるべきこと  
社員個人としても、60 歳以降の職業生活を見据えて自分
自身のキャリアを形成する努力が必要です。 
この点については、研修等により、本人の意識の醸成を行
うことなどが求められるでしょう。 

 
 

調査結果で明らかになった 

「高年齢者の雇用確保」の課題 
 

◆「改正高年法対応」の実態と影響  
三菱ＵＦＪリサーチ&コンサルティング株式会社が行った
調査によると、回答した 342 社のうち 92.4%が高年齢者雇
用確保措置として「再雇用」を選択しており、「勤務延長」
「定年延長」「定年廃止」を選択する会社は少数でした。 
調査では高年齢者の勤務形態や担当職務、処遇についても
質問していますが、勤務形態は 68.2％が「フルタイム」、
担当職務は 56.4%が「ケースバイケース」とする一方、
36.8%が「原則として定年前と同じ」でした。再雇用後初
年度の給与水準は、58.4％が「定年前の５～８割」、63.8％
が「２年度目以降も同水準」としていました。 
なお、改正高年齢者雇用安定法への対応の影響として
34.2%が「若手の採用抑制」を挙げ、22.2％が「若手・中
堅の賃金抑制」を挙げています。 

 
◆サラリーマンの４割は「老後難民」予備軍!?  

フィデリティ退職・投資教育研究所が 20～50 代の男女（1
万 1,507 人）に行った調査によると、定年後の生活資金に
必要な金額の平均は 3,016 万円でしたが、この金額を「準
備できる」と回答したのは 9.5％で、「少し足りないまでは
準備できる」との回答も 25.0％でした。 
準備できている額の平均は 627.6 万円で、「0 円」との回答
は 40.3%あり、定年に最も近い 50 代男性でも 28.2％が「0
円」と回答しています。 

 

 

 

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法観寺八坂の塔：花鳥様より 

 


